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い可能性があることから,自己血輸血柱推奨される手法であるo 自己血輸血を行

う際は,法第二十四条第二項に基づき定める基準やその実施に関する指針に沿っ

て適切に行う必要があるc

自己血輸血を除き,院内血輸血は,安全性の問題ー患者やその家族に対する負

担の問題があることから,原則として行うべきではない.しかしながら1院内血

輸血を行わざるを得ない場合も想定されるためl国は院内血輸血の実態を踏まえ1

必要な措置を講ずるものとするD
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- 血液製剤の適正使用の推進

医療関係者は,血液製剤の特徴を十分に理解し1その適正な使用を-層推進す

る必要があるDまた,医療関係者に対する教育や研修等,様々な機会を通じて働

き掛けていくことが重要であるo

国は,血液製剤の適正使用や翰血療法の実施等に関する指針を医療機関に示し

てきたところであるが,必要に応じ当該指針を見直すとともに1医療機関におけ

る血液製剤の使用状況等について報告を求め,定期的に評価を行うなどl適正使

用の推進のためのより効果的な方法を検討するものとするo

二 院内体制の整備

医療機関においては,血液製剤を用いた医療が適正になされるよう,院内の血

液製剤を管理し,使用するための体制を整備することが重要であるo このため,

国及び都道府県等は-そのような医療機関に対し-様々な機会を通じて院内にお

ける輸血療法委員会1責任医師の任命及び輸血部門の設置を働き掛けるものとす

るo

三 患者等に対する説明

医療関係者は,それぞれの患者に応じて血液製剤の適切な使用に努めることが

重要であり,患者又はその家族に対し-血液製剤に関して適切かつ十分な説明を

行vl- そのヲ塁解と同意を得るよう努めるものとするo
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血液製剤代替医薬晶に関する事項

遺伝子組換え血液凝固第VIII因子製剤をはじめとする血液製剤代替医薬晶は,

血液製剤の需給動向に重要な影響を与えるため-第五に示したとおり,その計画

的な製造及び供給が行われる必要があるo

また1血液製剤代替医薬晶の安全対策については1第六に示し阜薬事法に基づ
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